
後期高齢者医療制度の保険証 ８/１更新
　自己負担は１割か３割

新保険証は藤色、8/1から

　現在、使っているオレンジ色の保険証が使えるのは、

７月 31 日㈭までです。新しい保険証は藤色です。８

月１日㈮からは、新しい保険証を使ってください。新

しい保険証を７月 31 日㈭までに市から対象の方に郵

送します。８月になっても新しい保険証が届かないと

きには、ご連絡ください。

使えなくなった保険証は、確実に処分を！

　有効期限を過ぎた保険証は、各自で確実に処分する

か、国保年金課または各支所へ返却してください。広

域連合の職員や市の職員を装い、「保険証の更新時期

になったので、古い保険証を回収にきました。新しい

保険証を後日郵送します」といって、保険証を詐取す

る事例が発生しています。不審な訪問者があった場合

には、絶対に保険証を渡さないで、警察や市役所にご

連絡ください。

自己負担の割合は25年中の所得で決定

　一部負担金の割合は、１割か３割です。病院で支払

う金額の割合を、平成 25 年中の所得に基づき判定し

ました。保険証に記載されているので、ご確認くださ

い。

●次の方は、一部負担金が３割となります
　住民税の課税標準所得額が 145 万円以上の方、ま

たはその方と同じ世帯の方

　ただし、次の⑴から⑶のいずれかの条件に該当する

方は、申請すると１割になります。対象となる方には、

７月中に市から申請書を郵送します。

⑴ 世帯に被保険者が１人で、その被保険者の収入が

383 万円未満の場合

⑵ 世帯に被保険者が２人以上で、その被保険者の収入

合計額が 520 万円未満の場合

⑶ 世帯に被保険者が１人で、同じ世帯に70歳以上75歳

未満の方がいて、被保険者と同じ世帯の70歳以上75

歳未満の方の収入合計額が520万円未満の場合

※被保険者：後期高齢者医療の保険証を持っている方

　後期高齢者医療制度は、75 歳以上の方などが加入す
る制度です。病院で治療を受けるときには、保険証が必
要になりますが、８月１日から新しい保険証になります。
有効期限を過ぎた古い保険証は確実に処分してください。

７月31日まで ８月１日から
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